
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年２月３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（かき筏） 

発生日時 平成２２年９月２４日（金） ０１時１０分ごろ 

発生場所 広島県江田島市江田島東岸沖 

 小麗女
こ う る め

島
しま

灯台から真方位３２９°１.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１５.９′ 東経１３２°３０.１′） 

事故調査の経過  平成２２年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

遊漁船 信
しん

成
せい

丸、３.９トン 

 ２８１－３９２３９（船舶検査済標番号）、個人所有 

 ９.４２ｍ（Lr）×２.４０ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２１３kＷ、平成５年３月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免 許 登 録 日 平成１７年２月１４日 

  免許証交付日 平成２２年２月１３日 

         （平成２７年２月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷、プロペラに曲損 

かき筏 １台（長さ約３０ｍ、幅約１５ｍ）が全損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客６人を乗船させ、遊漁を終えて

広島港に向け帰途につき、 早瀬
はやせ

瀬戸
せ と

を通過したのち、‘江田島東岸沖のか
．

き
．
筏’(以下｢本件かき

．．
筏｣という。)が設置されている海域を時速約４０km/h

の対地速力で北進した。 

 船長は、操舵室の右舷側にある操縦席に座って手動操舵に当たっていた

ので、本船船首の浮上により、船首方向約１km までの海面が船首死角に入

り、見通すことができない状況であったので、目視により遠方の陸上灯火

を確認しながら航行した。 

船長は、ＧＰＳプロッターで本船がいつもより江田島寄りを北進してい

ることに気付いていたので、時々、右舵をとりながら航行していたつもり

でいた。 

船長は、操縦席に座ったまま操船を続けたことから、本件かき
．．

筏の周囲

に設置された簡易標識灯の灯火などに気付かず、本件かき
．．

筏に向けて航行

した。 

 本船は、江田島東岸沖を北進中、平成２２年９月２４日０１時１０分ご
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ろ、小麗女島灯台から真方位３２９°１.７Ｍ付近の本件かき
．．

筏に衝突し

た。 

 船長は、携帯電話で海上保安庁に事故発生を通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風速 ５.０m/s、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、波高 約５０cm 

月齢等：１５日（満月）、９月２３日の月出時刻 １７時４３分ごろ、月

没時刻 ０６時３３分ごろ 

 その他の事項 本件かき
．．

筏には、北端、中央の屈曲部及び南端付近に、灯色黄色、毎４

秒に１閃光、光達距離４km 以上及び灯高約３ｍの簡易標識灯がそれぞれ設

置されていた。 

船長は、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、広範囲表示（小縮尺）

としたままで使用していた。また、船長は、江田島の周辺にはかき
．．

筏が設

置されており、かき
．．

筏の周囲に灯火が設置されていることを知っていた。 

本船には、自動操舵装置が設置されていなかった。また、本船の喫水

は、船首約０.５ｍ、船尾約１.０ｍであった。  

釣り客６人は、操舵室後部にある長椅子に座っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、江田島東岸沖を北進中、船長が、いつ

もより江田島寄りを航行していることに気付いて

いたものの、操縦席で立つなどして船首死角を補

う適切な見張りを行わなかったことから、本件か
．

き
．
筏の周囲に設置された簡易標識灯の灯火に気付

かずに航行し、同かき
．．

筏に衝突したものと考えら

れる。 

船長は、時々右舵をとっていたつもりでいたの

で、本件かき
．．

筏とは距離があるものと思い込んで

いた可能性があると考えられる。 

船長は、ＧＰＳプロッターを広範囲表示として

使用していたことから、本件かき
．．

筏に向けて航行

していることに気付かなかった可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、江田島東岸沖を北進中、船長が、船首死角を

補う適切な見張りを行わなかったため、本件かき
．．

筏の周囲に設置された簡

易標識灯の灯火に気付かず、同かき
．．

筏に向けて航行し、同かき
．．

筏に衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

 




